
   一 般 会 計
   特 別 会 計

　   御      所      市

 予   算   書

 令　和　３　年 度



議　第　　　　　号

令和３年度御所市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 15,960,000千円と定める。

２　歳入歳出予算の款・項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入歳出予算」による。

（債務負担行為）

第２条　地方自治法第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度

　額は、「第２表　債務負担行為」による。

（地方債）

第３条　地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、

　起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表　地方債」による。

（一時借入金）

第４条　地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、4,000,000千円

　と定める。

（歳出予算の流用）

第５条　地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用する

　ことができる場合は、次のとおりと定める。

（１）　各項に計上した報酬（会計年度任用職員分）、給料、職員手当及び共済費に係る予算額に

　過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

　令和３年３月　　日　提出

御 所 市 長   東  　川 　　 裕

　　　　　　　　　　　令和３年度　御所市一般会計予算
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第第２２表表　　　　債債務務負負担担行行為為
（単位：千円）

　　　　　　令令和和33年年度度かからら
1122,,221100

　　　　　　令令和和44年年度度ままでで

　　　　　　令令和和33年年度度かからら
1155,,994499

　　　　　　令令和和44年年度度ままでで

　　　　　　令令和和33年年度度かからら
1144,,997711

　　　　　　令令和和44年年度度ままでで

　　　　　　令令和和33年年度度かからら
11,,774477

　　　　　　令令和和44年年度度ままでで

　　　　　　令令和和33年年度度かからら
1133,,999922

　　　　　　令令和和44年年度度ままでで

　　　　　　令令和和33年年度度かからら
8811,,558800

　　　　　　令令和和77年年度度ままでで

　　　　　　令令和和33年年度度かからら
1177,,660000

　　　　　　令令和和44年年度度ままでで

　　　　　　令令和和33年年度度かからら
2277,,446677

　　　　　　令令和和44年年度度ままでで

　　　　　　令令和和33年年度度かからら
2266,,223355

　　　　　　令令和和55年年度度ままでで

令令和和44年年度度 33,,550044

葛葛城城山山登登山山道道整整備備委委託託

自自治治体体セセキキュュリリテティィククララウウドド
運運営営委委託託

立立地地適適正正化化計計画画策策定定委委託託

（（仮仮称称））出出屋屋敷敷地地域域交交流流セセンンタターー
設設計計委委託託

都都市市計計画画変変更更等等支支援援業業務務委委託託

観観光光振振興興支支援援委委託託

期期 間間 限限 度度 額額

ババリリアアフフリリーー基基本本構構想想
策策定定業業務務委委託託

総総合合交交通通戦戦略略策策定定業業務務委委託託

公公共共交交通通実実証証運運行行計計画画等等
策策定定委委託託

事事 項項

デデママンンドド交交通通受受付付業業務務委委託託
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（単位：千円）

令令和和44年年度度 11,,114466

令令和和44年年度度 33,,551111

令令和和44年年度度 44,,668877

令令和和44年年度度

令令和和44年年度度

令令和和44年年度度

令令和和44年年度度

令令和和44年年度度

令令和和44年年度度

令令和和44年年度度

予予算算にに定定めめるる額額

予予算算にに定定めめるる額額

予予算算にに定定めめるる額額
火火葬葬場場・・老老人人福福祉祉施施設設・・給給食食
セセンンタターー・・清清掃掃運運搬搬施施設設等等燃燃料料

予予算算にに定定めめるる額額広広報報御御所所印印刷刷

ふふるるささとと創創生生ままちちづづくくりり補補助助金金

予予算算にに定定めめるる額額老老人人福福祉祉セセンンタターー清清掃掃業業務務委委託託

予予算算にに定定めめるる額額ががんん検検診診委委託託

予予算算にに定定めめるる額額
アアザザレレアアホホーールル照照明明音音響響等等
技技術術者者派派遣遣委委託託

市市民民ままちちおおここしし事事業業補補助助金金

市市議議会会議議員員選選挙挙関関係係経経費費

事事 項項

デデママンンドド交交通通運運行行管管理理シシスステテムム
運運用用委委託託

期期 間間 限限 度度 額額

IICCTT教教材材ココンンテテンンツツ学学校校
ラライイセセンンスス取取得得委委託託
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（単位：千円）

令令和和44年年度度 11,,114466

令令和和44年年度度 33,,551111

令令和和44年年度度 44,,668877

令令和和44年年度度

令令和和44年年度度

令令和和44年年度度

令令和和44年年度度

令令和和44年年度度

令令和和44年年度度

令令和和44年年度度

予予算算にに定定めめるる額額

予予算算にに定定めめるる額額

予予算算にに定定めめるる額額
火火葬葬場場・・老老人人福福祉祉施施設設・・給給食食
セセンンタターー・・清清掃掃運運搬搬施施設設等等燃燃料料

予予算算にに定定めめるる額額広広報報御御所所印印刷刷

ふふるるささとと創創生生ままちちづづくくりり補補助助金金

予予算算にに定定めめるる額額老老人人福福祉祉セセンンタターー清清掃掃業業務務委委託託

予予算算にに定定めめるる額額ががんん検検診診委委託託

予予算算にに定定めめるる額額
アアザザレレアアホホーールル照照明明音音響響等等
技技術術者者派派遣遣委委託託

市市民民ままちちおおここしし事事業業補補助助金金

市市議議会会議議員員選選挙挙関関係係経経費費

事事 項項

デデママンンドド交交通通運運行行管管理理シシスステテムム
運運用用委委託託

期期 間間 限限 度度 額額

IICCTT教教材材ココンンテテンンツツ学学校校
ラライイセセンンスス取取得得委委託託

第第３３表表　　　　地地　　方方　　債債

起起 債債 のの 目目 的的 限限 度度 額額 起起債債のの方方法法 利利 率率 償償 還還 のの 方方 法法

千千円円

（（たただだしし、、利利率率見見直直

しし方方式式でで借借りり入入れれ

るる政政府府資資金金及及びび地地

方方公公共共団団体体金金融融機機

構構ににつついいててはは、、利利

率率見見直直ししをを行行っったた

後後ににおおいいててはは当当該該

見見直直しし後後のの利利率率））

産産 業業 振振 興興 事事 業業 1100,,000000  〃〃 〃〃 〃〃

交交 通通 通通 信信 体体 系系 等等 整整 備備 事事 業業 5566,,880000  〃〃 〃〃 〃〃

集集 落落 整整 備備 事事 業業 2288,,000000  〃〃 〃〃 〃〃

交交 流流 拠拠 点点 施施 設設 等等 整整 備備 事事 業業 9977,,660000  〃〃 〃〃 〃〃

駅駅 前前 整整 備備 事事 業業 5588,,440000  〃〃 〃〃 〃〃

市市 庁庁 舎舎 等等 整整 備備 事事 業業 112255,,440000  〃〃 〃〃 〃〃

人人 権権 セセ ンン タタ ーー 整整 備備 事事 業業 990000  〃〃 〃〃 〃〃

高高 齢齢者者 健健康康増増 進進施施 設設整整備備 事事業業 1155,,110000  〃〃 〃〃 〃〃

老老 人人 憩憩 のの 家家 除除 却却 事事 業業 債債 1155,,770000  〃〃 〃〃 〃〃

保保 育育 所所 施施 設設 等等 整整 備備 事事 業業 6611,,220000  〃〃 〃〃 〃〃

火火 葬葬 場場 等等 整整 備備 事事 業業 334400,,440000  〃〃 〃〃 〃〃

市市 営営 墓墓 地地 再再 編編 事事 業業 5599,,220000  〃〃 〃〃 〃〃

清清 掃掃 運運 搬搬 施施 設設 整整 備備 事事 業業 660000  〃〃 〃〃 〃〃

ごご みみ 処処 理理 施施 設設 整整 備備 事事 業業 1100,,110000  〃〃 〃〃 〃〃

臨臨 時時 財財 政政 対対 策策
普普通通貸貸借借
又又 はは
証証券券発発行行

33..00％％以以内内

政政府府資資金金ににつついいててはは、、そそのの融融
通通条条件件にによよりり、、銀銀行行そそのの他他のの
場場合合ににはは、、そそのの債債権権者者ととのの協協
定定にによよるる。。たただだしし、、市市財財政政のの
都都合合にによよりり、、据据置置期期間間及及びび償償
還還期期限限をを短短縮縮しし若若ししくくはは繰繰上上
償償還還又又はは低低利利にに借借換換ええすするる
ここととががででききるる。。

444444,,330000  
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起起 債債 のの 目目 的的 限限 度度 額額 起起債債のの方方法法 利利 率率 償償 還還 のの 方方 法法

千千円円

（（たただだしし、、利利率率見見直直

しし方方式式でで借借りり入入れれ

るる政政府府資資金金及及びび地地

方方公公共共団団体体金金融融機機

構構ににつついいててはは、、利利

率率見見直直ししをを行行っったた

後後ににおおいいててはは当当該該

見見直直しし後後のの利利率率））

総総 合合 治治 水水 対対 策策 事事 業業 110011,,880000  〃〃 〃〃 〃〃

観観 光光 施施 設設 整整 備備 事事 業業 1100,,330000  〃〃 〃〃 〃〃

道道 路路 整整 備備 事事 業業 338877,,660000  〃〃 〃〃 〃〃

水水 路路 整整 備備 事事 業業 8866,,330000  〃〃 〃〃 〃〃

公公 園園 整整 備備 事事 業業 112288,,110000  〃〃 〃〃 〃〃

空空 家家 再再 生生 事事 業業 1155,,330000  〃〃 〃〃 〃〃

公公 営営 住住 宅宅 整整 備備 事事 業業 1122,,550000  〃〃 〃〃 〃〃

防防 災災 基基 盤盤 整整 備備 事事 業業 110055,,550000  〃〃 〃〃 〃〃

（（仮仮称称））防防災災市市民民セセンンタターー建建設設事事業業 115500,,550000  〃〃 〃〃 〃〃

学学 校校 教教 育育 施施 設設 等等 整整 備備 事事 業業 6633,,990000  〃〃 〃〃 〃〃

アア ザザ レレ アア ホホ ーー ルル 整整 備備 事事 業業 119911,,990000  〃〃 〃〃 〃〃

葛葛 公公 民民 館館 整整 備備 事事 業業 66,,770000  〃〃 〃〃 〃〃

文文 化化 交交 流流 セセ ンン タタ ーー 整整 備備 事事 業業 33,,550000  〃〃 〃〃 〃〃

指指 定定 史史 跡跡 等等 整整 備備 事事 業業 55,,440000  〃〃 〃〃 〃〃

浄浄 化化 槽槽 整整 備備 事事 業業

政政府府資資金金ににつついいててはは、、そそのの融融
通通条条件件にによよりり、、銀銀行行そそのの他他のの
場場合合ににはは、、そそのの債債権権者者ととのの協協
定定にによよるる。。たただだしし、、市市財財政政のの
都都合合にによよりり、、据据置置期期間間及及びび償償
還還期期限限をを短短縮縮しし若若ししくくはは繰繰上上
償償還還又又はは低低利利にに借借換換ええすするる
ここととががででききるる。。

普普 通通貸貸 借借
又又 はは
証証券券発発行行

33..00％％以以内内

33,,330000  
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起起 債債 のの 目目 的的 限限 度度 額額 起起債債のの方方法法 利利 率率 償償 還還 のの 方方 法法

千千円円

（（たただだしし、、利利率率見見直直

しし方方式式でで借借りり入入れれ

るる政政府府資資金金及及びび地地

方方公公共共団団体体金金融融機機

構構ににつついいててはは、、利利

率率見見直直ししをを行行っったた

後後ににおおいいててはは当当該該

見見直直しし後後のの利利率率））

幼幼 児児 園園 施施 設設 整整 備備 事事 業業 11,,770000  〃〃 〃〃 〃〃

合合 計計 22,,660088,,550000  

学学 校校 給給 食食 セセ ンン タタ ーー 整整 備備 事事 業業
普普 通通貸貸 借借
又又 はは
証証券券発発行行

33..00％％以以内内

政政府府資資金金ににつついいててはは、、そそのの融融
通通条条件件にによよりり、、銀銀行行そそのの他他のの
場場合合ににはは、、そそのの債債権権者者ととのの協協
定定にによよるる。。たただだしし、、市市財財政政のの
都都合合にによよりり、、据据置置期期間間及及びび償償
還還期期限限をを短短縮縮しし若若ししくくはは繰繰上上
償償還還又又はは低低利利にに借借換換ええすするる
ここととががででききるる。。

1100,,550000  
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議　第　　　　　号

令和３年度御所市の国民健康保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 3,375,975千円と定める。

２　歳入歳出予算の款・項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入歳出予算」による。

（一時借入金）

第２条　地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、1,000,000千円

　と定める。

（歳出予算の流用）

第３条　地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用する

　ことができる場合は、次のとおりと定める。

（１）　各項に計上した報酬（会計年度任用職員分）、給料、職員手当及び共済費に係る予算額に

　過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

　令和３年３月　　日　提出

御 所 市 長   東  　川 　　 裕

令和３年度　御所市国民健康保険事業特別会計予算
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議　第　　　　　号

令和３年度御所市の学校給食費特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 74,982千円と定める。

２　歳入歳出予算の款・項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入歳出予算」による。

　令和３年３月　　日　提出

御 所 市 長   東  　川 　　 裕

令和３年度　御所市学校給食費特別会計予算
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議　第　　　　　号

令和３年度御所市の国民宿舎葛城高原ロッジ特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 111,500千円と定める。

２　歳入歳出予算の款・項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入歳出予算」による。

　令和３年３月　　日　提出

御 所 市 長   東  　川 　　 裕

　　　　令和３年度　御所市国民宿舎葛城高原ロッジ特別会計予算
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議　第　　　　　号

令和３年度御所市の介護保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 3,825,624千円と定める。

２　歳入歳出予算の款・項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入歳出予算」による。

（債務負担行為）

第２条　地方自治法第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度

　額は、「第２表　債務負担行為」による。

（歳出予算の流用）

第３条　地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用する

　ことができる場合は、次のとおりと定める。

（１）　各項に計上した報酬（会計年度任用職員分）、給料、職員手当及び共済費に係る予算額に

　過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

　令和３年３月　　日　提出

御 所 市 長   東  　川 　　 裕

令和３年度　御所市介護保険事業特別会計予算
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第第２２表表　　　　債債務務負負担担行行為為
（単位：千円）

令令和和44年年度度

事事 項項 限限 度度 額額

介介護護用用品品

期期 間間

予予算算にに定定めめるる額額
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議　第　　　　　号

令和３年度御所市の後期高齢者医療保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 468,517千円と定める。

２　歳入歳出予算の款・項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入歳出予算」による。

（歳出予算の流用）

第２条　地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用する

　ことができる場合は、次のとおりと定める。

（１）　各項に計上した報酬（会計年度任用職員分）、給料、職員手当及び共済費に係る予算額に

　過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

　令和３年３月　　日　提出

御 所 市 長   東  　川 　　 裕

令和３年度　御所市後期高齢者医療保険事業特別会計予算
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